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     平成 25年１月 30日 

各 位 

会 社 名：日本オフィス・システム株式会社 

代表者名：代表取締役社長    尾嶋 直哉 

                                      （コード番号：３７９０ ＪＡＳＤＡＱ） 

問合せ先： 専務取締役     和田 文代 

電話番号：  03-4321-5502 

 

決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は平成 25年１月 30日開催の取締役会において、平成 25年３月 27日開催予定の第 31回定時株主

総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、下記のとおり、決算期の変更を行うこと

を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１．決算期変更及び定款一部変更の理由 

当社の事業年度は毎年１月１日から 12月 31日までとしておりますが、親会社である兼松株式会社及

び兼松エレクトロニクス株式会社との決算期の統一を行い、経営計画の策定や業績管理など事業運営

の効率化を図るため、当社の事業年度を毎年４月 1日から翌年３月 31日に変更するものであります。 

これに伴い、現行定款第 12条（株主総会の招集）、第 13条（定時株主総会の基準日）、第 40条（事

業年度）、第 42 条（剰余金の配当の基準日）につき所要の変更を行うものであります。また、事業年

度の変更に伴う経過的な措置を定めるため附則をもうけるものであります。 

 

２．決算期変更の内容 

現 在：毎年 12月 31日 

変更案：毎年 ３月 31日 

（注）事業年度の末日（決算期）の変更の経過期間となる今期第 32 期は、平成 25 年１月 1 日から平

成 26年３月 31日までの 15か月決算となる予定であります。 

 

３．定款変更の内容 

定款変更の内容につきましては、別紙のとおりであります。 

 

４．日 程 

定款変更のための株主総会開催日：平成 25年３月 27日 

定款変更の効力発生日     ：平成 25年３月 27日 

 

５．今後の見通し 

第 32期（平成 25 年１月１日から平成 26 年３月 31 日）の業績見通しにつきましては、本日開示の

「平成 24年 12月期決算短信（連結）」に記載のとおりであります。 

 

以上 
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（別 紙） 

【定款変更の内容】 （下線は変更部分であります。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

第１２条（株主総会の招集） 

当会社の定時株主総会は、毎年３月にこれを招

集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時こ

れを招集する。 

 

第１２条（株主総会の招集） 

当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを招

集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時こ

れを招集する。 

第１３条（定時株主総会の基準日） 

当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎

年１２月３１日とする。 

第１３条（定時株主総会の基準日） 

当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎

年３月３１日とする。 

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会 

第２１条（取締役の任期） 

１．取締役の任期は、選任後１年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までとする。 

２．増員または補欠として選任された取締役の

任期は、在任取締役の任期の満了する時ま

でとする。 

第２１条（取締役の任期） 

１．（現行どおり） 

 

 

２．（現行どおり） 

第６章 会計監査人 第６章 会計監査人 

第３９条（会計監査人の任期） 

１．会計監査人の任期は、選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までとする。 

２．前項の定時株主総会において別段の決議が

なされないときは、当該定時株主総会にお

いて再任されたものとする。 

第３９条（会計監査人の任期） 

１．（現行どおり） 

 

 

２．（現行どおり） 

第７章 計算 第７章 計算 

第４０条（事業年度） 

当会社の事業年度は、毎年１月１日から１２月

３１日までの１年とする。 

 

第４１条（条文省略） 

 

第４０条（事業年度） 

当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３

月３１日までの１年とする。 

 

第４１条（現行どおり） 

第４２条（剰余金の配当の基準日） 

１．当会社の剰余金配当の基準日は、毎年１２

月３１日とする。 

２．当会社は、取締役会の決議によって、毎年

６月３０日を基準日として中間配当をする

ことができる。 

第４２条（剰余金の配当の基準日） 

１．当会社の剰余金配当の基準日は、毎年３月

３１日とする。 

２．当会社は、取締役会の決議によって、毎年

９月３０日を基準日として中間配当をする

ことができる。 
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現 行 定 款 変 更 案 

（新 設） 附  則 

 第１条 

第１２条（株主総会の招集）の規定の変更は、

平成２５年７月１日からその効力を生じる。 

なお、本条は、効力発生日後にこれを削除する。 

 第２条 

第１３条（定時株主総会の基準日）及び第４２

条（剰余金の配当の基準日）第１項の規定の変

更は、平成２５年４月１日からその効力を生じ

る。 

なお、本条は、効力発生日後にこれを削除する。 

 第３条 

第２１条（取締役の任期）の規定にかかわらず、

平成２５年３月の定時株主総会で選任された取

締役の任期は、平成２６年３月３１日に終了す

る第３２期事業年度に関する定時株主総会の終

結の時までとする。 

なお、本条は、第３２期事業年度に関する定時

株主総会の終結の時にこれを削除する。 

 第４条 

第３９条（会計監査人の任期）第１項の規定に

かかわらず、平成２５年３月の定時株主総会に

おいて再任されたものとされた会計監査人の任

期は、平成２６年３月３１日に終了する第３２

期事業年度に関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 

なお、本条は、第３２期事業年度に関する定時

株主総会の終結の時にこれを削除する。 

 第５条 

第４０条（事業年度）の規定にかかわらず、平

成２５年１月１日から始まる第３２期事業年度

は、翌年３月３１日までの１５か月間とする。 

なお、本条は、第３２期事業年度経過後にこれ

を削除する。 

 第６条 

第４２条（剰余金の配当の基準日）第２項の規

定の変更は、平成２５年１０月１日からその効

力を生じる。 

なお、本条は、効力発生日後にこれを削除する。 

 

 

 


